
学習者用コンピュータ（iPad）510 台（賃貸借）仕様書 

 

1. 物品等 

(1) キーボード・タッチペンを含めた借り上げ機器（以下「端末」という）の規格、品質、特質 

 「別紙１」のとおり。 

(2) 端末の数量 

 ５１０台 

(3) 納入・引き取り場所 

徳島県立総合教育センター ４Ｆ 教育ＤＸ推進課分室 

 

2. 借入期間 

 令和 8 年１１月 1 日から令和１３年１０月３１日まで 

 

3. 借入条件 

   徳島県（以下「甲」という。）と契約者（賃貸者）（以下「乙」という。）は、以下の条件で

賃貸借を行う。 

 

(1) 借入端末の引渡し費用及び借入期間満了又は契約解除による引取り費用については、乙の負担と

する。 

(2) 賃貸借料は、令和８年１１月１日から起算する。 

(3) 乙は、端末の賃貸借料について、毎月、前月分の端末の賃貸借料の支払いを甲に請求するものと

する。 

(4) 端末の引渡し前に生じた損害は、乙の負担とする。 

 

4. 保守要件 

 「別紙２」のとおり。 

  



（別紙１）タブレット端末 詳細仕様 

次の仕様を満たすこと。 

 

１ 端末について 

OS iPadOS 

ストレージ 128GB 以上 

画面 10～14 インチ、タッチパネル 

無線 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 以上 

ハードウェアキー

ボード付きカバー 

・調達する端末に対応していること 

・Bluetooth 接続は不可とする 

・日本語キーボードであること 

・利用時に端末を自立させるためのスタンド機能を有すること 

・マイク・ヘッドフォン端子付きハードウェアキーボード付きカバーであるこ

と。 

タッチペン ・調達する端末に対応していること 

・調達するハードウェアキーボード付きカバーに収納時、閉じてもペンのクリッ

プ等が干渉しないこと 

・調達するハードウェアキーボード付きカバーに収納時、緩みがないよう固定さ

れていること 

カメラ機能 インカメラ及びアウトカメラ 

外部接続端子 USB2.0 以上の規格であって USB Type-C PD(PowerDelivery)に対応したポー

トを１つ以上有していること 

ﾊﾞｯﾃﾘ駆動時間 ８時間以上 

重さ 1.5kg 未満（本体及びハードウェアキーボードを含む） 

保証 AppleCare for iPad-GIGA（５年ライセンス）を導入すること。 

その他 ① 端末を適切に運用するため以下の機能を有していること 

 ・端末の稼働状況を把握できる機能  

 ・適切なセキュリティ対策としての以下の機能  

   マルウェアから端末を保護する機能  

   ストレージにデータを暗号化して保存する機能（必要に応じて利用可能

であればよい）  

② OS メーカー（端末の OS と異なるものでもよい）が標準的に提供する教科

横断的に活用できるソフトウェアを学習用ツールとして整備すること 

③ 国内に複数の正規メーカー修理工場または提携修理業者を有し、２週間程

度で修理または交換すること。 

  



２ 設定 

・県が所有する Microsoft Intune および Apple School Manager で端末の登録と動作確認を行うこと。 

・Microsoft ポータルを介してアプリケーションのインストールができること。 

 

３ その他 

 ・提供機種については、新品、未使用の現行モデルのものであること 

 ・納入する OS は調達の時点で最新バージョンのものとすること。 

 ・ソフトウェアについては、指定が無い限り、落札時の最新バージョンとすること。 

 ・県が指定するラベルについては、落札業者で作成し納品前に必ず貼付すること。 

 ・県と機器設置日程等に関する事前打合せを行うこと。  



（別紙２） 

 

保守要件について 

1. 保証期間 

    賃貸借期間と同じ 

 

2. 保証対象となる事例 

・自然故障 

・端末の破損及び損傷（総端末数の５％まで落下等の過失を保証すること。） 

※AppleCare for iPad-GIGA による保証内容を行うこと。 

 

３ 保守方法 

・故障内容を確認するメーカー規定の調査診断を含めること。 

・専用ポータルから保証対象デバイスや修理履歴を確認できること。 

・故障・破損時の修理受付サービスを行うこと。（コールセンター受付、故障内容の診断、引き取りサ

ービス等）。 

・不具合、故障、破損等が発生した場合は、翌営業日に現地訪問等により対応可能であり、それに係

る経費を含めること。 

・修理に係る配送料等については、受注者の負担とする。 

・端末不調時には、受付から２週間程度で修理または交換すること。 

 

４ その他 

(1) バッテリー膨張、バッテリー劣化（80%未満）による修理が必要な場合は、無償でバッテリー交換

もしくは、端末本体を交換すること。 

(2) 設置後において、学習者が家庭学習を行うために学校の許可を得て、端末を持ち帰る際等にも保

守要件は適用される。 

 

  



 

 


